
4月 定例教育委員会会議録 

 

1 開会及び閉会に関する事項 

（１）開会日時  令和 5年 4月 26日（水）10時 00分 

（２）開会場所  市役所別館 2階会議室 

（３）閉会日時  令和 5年 4月 26日（水）11時 50分 

 

 

2 出席者の氏名 

教育長 木下尊雅 

委 員 渡辺美佐子、池田佐恵子、髙木義則、常深陽子 

 

 

3 欠席者の氏名 

なし 

 

 

4 委員及び傍聴人を除く会議に出席した者の氏名 

教育部長 石橋小百合、教育総務課長 結城直哉、学校教育課長 小川明也、 

教育指導室長 髙瀬竜一、社会教育課長 荒木俊幸、文化振興課長 吉岡賢生、 

教育指導室指導主事 松本直大、特別支援教育担当指導主事 別府則幸、 

教育総務課教務担当係長 藤野尊 

 

 

5 傍聴人 

 0人 

 

 

6 報告事項 

（１）教育長報告 

ア 管内教育長会議報告 

   ・教育長が報告を行う。 

（２）部長報告 

ア 令和 5年 3月那珂川市議会定例会代表質問について 

   ・教育部長が報告を行う。 

  イ 令和 5年 3月那珂市議会定例会一般質問について 

・教育部長が報告を行う。 

・質疑、意見 



（委員）大規模改修がスケジュール的に遅れているが、施設老朽化に伴う安全管理 

や対策は。入学式で那珂川南中学校に行った際にかなり老朽化していた。 

（教育総務課長）ご指摘のとおり那珂川南中学校の大規模改修については、かなりの 

遅れが生じている。市長から、老朽化が進んでいる箇所は優先的に修繕するように

指示は受けている。今年度については、修繕できるところは修繕で対応していきた

い。 

（教育部長）那珂川南中学校については、教育総務課長が申し上げたとおり市長から 

老朽箇所修繕の必要性の指摘を受けている。大規模改修については、昨年度に体育

館の LED化を先行して実施させていただいた。 

（委員）安全管理について、福岡市の例を挙げると、安全確認チェックカードを先  

生方に配布し、担当ごとにチェックをしている。その後、教頭がチェックカードを

確認し、助言指導を行い、最終確認という流れで行われていると思う。このチェッ

クをルーティン化することはとても大事なことである。しかし、サッカーゴール転

倒事故、移動式バスケットゴール転倒事故など、命に関わる事故が、どうしても起

こってしまっている事例がある。定期的なチェックに加えて、サッカーゴールなど

を移動する際には、安全管理、確認を徹底する必要がある。私が経験した事だが、

学校の防球ネットやフェンスの一部が切れて突き出ていたことがあった。そのよう

なものは、チェック項目に挙がってなかったりする。重大な事故が起きると、生命

に関わるなど、子どもに一生不幸を背負わせることになるので、定期的なルーティ

ン項目に加えていろいろな視点を持って点検していただきたいと思う。 

（委員）教育サポートセンターの件で、週に１回のスクールカウンセラーがカウンセ 

リングを行っているということだが、中央公民館で実施しているのか。 

（教育指導室長）中央公民館内に教育サポートセンターを設置し、４月からカウンセ

リングを実施している。スクールカウンセラーは専任ではなく、スクールカウンセ

ラー2名が各週で４時間実施している。 

（３）学校教育関係報告 

ア 教育総務課 

(ア) 臨時代理について（那珂川市教育委員会事務決裁規程の一部を 

改正する規程の制定について） 

   ・教育総務課長が報告を行う。 

(イ) 那珂川市立小中学校防犯カメラの設置及び運用に関する要綱の一部を 

改正する要綱の制定について 

   ・教育総務課長が報告を行う。 

 (ウ)  令和 5年度市組織体制と職員配置 

・教育総務課長が報告を行う。 

(エ) 令和 5年度教育総務課分掌事務 

   ・教育総務課長が報告を行う。 

（オ）令和 5年度教育総務課緊急連絡網 



・教育総務課長が報告を行う。 

（カ）令和 5年度区長名簿暫定版 

・教育総務課長が報告を行う。 

 

イ 学校教育課 

(ア)  令和 5年度学校教育課分掌事務 

   ・学校教育課長が報告を行う。 

 (イ)  令和 5年度学校教育課緊急連絡網 

   ・学校教育課長が報告を行う。 

(ウ)  令和 5年度那珂川市校園長会緊急連絡網 

   ・学校教育課長が報告を行う。 

(エ) 小中学校学級編制（基準日現在）について 

   ・学校教育課長が報告を行う。 

 (オ)  令和 4年度特別支援教育センター支援状況について 

   ・特別支援教育担当指導主事が報告を行う。 

(カ)  那珂川市立小中学校学校運営協議会委員の委嘱について 

   ・学校教育課長が報告を行う。 

ウ 教育指導室 

(ア) 令和 5年度教育指導室分掌事務 

・教育指導室長が報告を行う。 

（イ）令和 5年度教育指導室分緊急連絡網 

・教育指導室長が報告を行う。 

 (ウ) 令和 5年度学校訪問・研究発表会等計画 

・教育指導室指導主事が報告を行う。 

(エ) 外国語教育について 

・教育指導室指導主事が報告を行う。 

・質疑・意見 

（委員）教育サポートセンターについてだが、各家庭や地域からの相談事が 

ある場合については、どうしたらいいのか。 

（教育指導室長）中央公民館に設置してある、教育サポートセンターに直接電話 

していただくこととなる。教育サポートセンターの設置と連絡先については、広

報誌で周知を図っているので、住民の方が直接連絡されてくることを想定してい

る。加えて、各学校にも周知しているので、学校から教育サポートセンターに連

絡があることが想定される。 

（委員）教育関係者は教育サポートセンターについては理解できていると思う。し 

かし、保護者や地域の方は「電話で直接相談していいのだろうか」と感じている

と思う。実際にそういった声も聞いた。この教育サポートセンターが設置された

ことについて、もう少し詳しい説明が必要なのではないかと感じている。もちろ



ん設置されたばかりであるので、これから周知されていくことは理解している。 

（教育指導室長）一つは、学校という場が、理解をいただく場となると想定してい

る。ただ、教育指導室としても、教育サポートセンターの役割や機能について、

周知することは課題としている。 

（委員）南畑地域の場合、地域学校協働活動が非常に充実しており、地域の中で子

どもの様子について、気が付いている方が多くいらっしゃる。迅速でスムーズな

相談体制にできれば非常にいい事である。これまで、このような相談窓口はなか

ったので、とてもありがたいと思っている。地域からもそういうお声を多く聞い

ている。本当に大変だとは思いますけど、よろしくお願します。 

（学校教育課長）基本的に不登校対応は教育サポートセンターとなっている。しか

し、教育サポートセンターだけで全ての相談を受けるということではなく、これ

までどおり教育委員会へ連絡、相談いただいても構わない。これまで直接相談さ

れたケースも何件もある。教育委員会というと敷居が高いと思われている方もい

らっしゃると思うが、真摯に対応させていただくので、保護者や地域の方はご心

配されず、相談いただきたい。 

（委員）先日、南畑地域で勉強会に参加していた小学生が大学生になり、相談にこ

られた。コロナで一時中断していた南畑地域での勉強会を主催したいとの相談で

あった。勉強会に参加していた小学生が大学生になり、小学生に教える勉強会を

主催する、非常に素晴らしいことだと思う。その方は運営について地域のいろい

ろな方に相談している。公民館を使用したい場合、どのような手続きをとればい

いのか。 

（学校教育課長）公民館使用については、社会教育課の管轄になるが、まずは教育

委員会に直接相談いただきたい。地域でのバックアップも期待できると思う。 

（委員）N 教育について。N はニュースペーパーの N ということで、新聞を教育に

活用する研究だと認識している。新聞を購読する人が激減し、スマートフォンで

情報を収集する時代である。そういった時代の中で、あえて新聞を教育に活用す

る。どのような意図があるのか。 

（学校教育課長）文部科学省が新聞を推奨している。各小中学校では、必ず新聞を

購読しており、活用している。新聞を活用する趣旨は、活字離れもあるが、情報

をいかに読み取るかということである。 

（委員）最後に、外国語教育については、引き続き力を入れて頑張っていただきた

い。よろしくお願いする。 

 

（４）社会教育関係報告 

ア 社会教育課 

(ア) 令和 5年度社会教育課分掌事務 

      ・社会教育課長が報告を行う。 

(イ) 令和 5年度社会教育課緊急絡網 



      ・社会教育課長が報告を行う。 

(ウ) 令和 5年度家庭教育学級について 

   ・社会教育課長が報告を行う。 

(ウ) 令和 5年度スポーツフェスタ・なかがわ  

第 41回那珂川市水泳競技大会について 

      ・社会教育課長が報告を行う。 

 

イ 文化振興課 

(ア) 令和 5年度文化振興課分掌事務について 

    ・文化振興課長が報告を行う。また、追加資料にて緊急連絡網を配布。 

(イ) 令和 5年度文化振興課緊急絡網について 

    ・文化振興課長が報告を行う。 

(ウ) 第 3次那珂川市子ども読書活動推進計画の策定について 

    ・文化振興課長が報告を行う。 

（エ） 那珂川市文化芸術推進計画策定に係る各種意識調査について 

・文化振興課長が報告を行う。 

（オ）リニューアル工事期間中の図書館対応について 

・文化振興課長が報告を行う。 

（カ）ミリカローデン那珂川リニューアル第 3期工事について 

   ・文化振興課長が報告を行う。 

   ・質疑・意見 

（委員）メディア芸術とは何か。アニメなどもメディア芸術となるのか。 

（文化振興課長）メディア芸術とは、例えば、映画館でアニメ映画を鑑賞すること 

が直接鑑賞。パソコンやスマートフォンを使って、YouTube などで視聴する間接鑑 

賞。イラストを描くなどする実践経験がある。 

ウ 運動公園整備推進室 

（ア）令和 5年度運動公園整備推進室分掌事務 

・運動公園整備推進室長が報告を行う。 

（イ）令和 5年度運動公園整備推進室第 1担当緊急連絡網 

（５）各課共通事項 

ア 令和 4年度教育関係発注工事調書について 

・教育総務課長、社会教育課長及び文化振興課長が報告を行う。 

イ 令和 5年度教育関係発注工事調書について 

・教育総務課長、社会教育課長及び文化振興課長が報告を行う。 

 

 

7 次回教育委員会の日程について 

（１）次回定例教育委員会の日程について 



 

 

8 その他 

  （委員）教育論文について。ここ数年グループ研究論文を見てない。 

例えば若年の先生と主幹の先生など組合せして一緒に育てていくような論文ができ

たらな、有意義ではないかと思う。 

（教育指導室指導主事）若年教員を育てる、より納得のいく根拠を集めるという視点で、

意見として上げておきたいと思う。 


